
障害児通所支援事業所等
安全確保の徹底について
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安全確保に関する取組の概要

項目 対象 内容
経過措置
期間

義務化
開始

1 安全計画の策定等 全ての障害児通
所⽀援事業所、障
害児入所施設

◆障害児通所支援事業所等におい
て、設備の安全点検、従業者・障害
児に事業所での生活その他日常生
活における安全に関する指導、従
業者の研修や訓練の計画の策定
が必要。
◆定期的に研修・訓練を実施。

R5.4.1～
R6.3.31 

R6.4.1～

2 自動車を運行
する場合の所
在の確認

乗降車時の
障害児の所
在確認

全ての障害児通
所⽀援事業所、障
害児入所施設

◆送迎や所外活動の際に自動車を
運行する場合は、障害児の乗降車
を点呼等による確認が必要。

R5.4.1～

送迎車両の
安全装置の
設置

児童発達⽀援セン
ター、児童発達⽀
援、放課後等デイ
サービス

◆送迎用車両（３列以上のシートが
ある車）にブザー等の安全装置の
設置が義務付け。

◆国が定めるガイドラインに適合し
たものを設置すること。

R5.4.1～
R6.3.31 

R6.4.1～
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（1）安全計画の策定等

（対象：全ての障害児通所支援事業所、障害児入所施設）

※安全計画の策定の詳細及び作成例については、参考資料に掲載している令和５年７月４

日付け「障害児通所支援事業所等における安全計画の策定に関する留意事項等について」
をご確認ください。

①安全計画の策定
〇事業所の設備の安全点検
〇従業者や障害児等に対する事業所外での活動、取組等を含めた事業所
での生活その他の日常生活における安全に関する指導
〇従業者の研修及び訓練
〇その他事業所の安全に関する事項

⇒計画（安全計画）を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講じること。

※令和５年４月１日から令和６年３月３１日までは努力義務、
令和６年４月１日からは義務
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（1）安全計画の策定等

（対象：全ての障害児通所支援事業所、障害児入所施設）

②従業者に対する安全計画の周知及び研修・訓練の実施
従業者に対し、安全計画について周知するとともに、研修及び訓練を

定期的に実施すること。

③保護者に対する安全計画に基づく取組内容等の周知
障害児の安全の確保に関して保護者との連携が図られるよう、保護者

に対し、安全計画に基づく取組の内容等を周知すること。

④定期的な安全計画の見直し・変更
定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全計画の変更を

行うこと。
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（1）安全計画の策定等

（対象：全ての障害児通所支援事業所、障害児入所施設）

（参考）安全計画について

5



（1）安全計画の策定等

（対象：全ての障害児通所支援事業所、障害児入所施設）
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（1）安全計画の策定等

（対象：全ての障害児通所支援事業所、障害児入所施設）
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（1）安全計画の策定等

（対象：全ての障害児通所支援事業所、障害児入所施設）

8



①乗降車時に点呼等による障害児の所在確認
障害児の通所や事業所外活動等のために自動車を運行する場合、障害児

の自動車への乗車及び降車の際に、点呼その他の障害児の所在を確実に把
握することができる方法により、障害児の所在を確認すること。

※令和５年４月１日から義務

※通所だけではなく、所外活動を含む障害児が自動車を乗降するすべての機
会で必要

（２）自動車を運行する場合の所在の確認

（対象：全ての障害児通所支援事業所、障害児入所施設）
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②送迎車両の安全装置の設置
障害児の送迎を目的とした，座席を３列以上有する自動車（運転席、助手席を

含む）を日常的に運行するときは、当該自動車にブザー等車内の障害児の見落
としを防止する装置(安全装置）を備え、当該装置を用いて、障害児の降車時の
所在を確認すること。

※２列以下の自動車を除くすべての自動車が原則として義務付けの対象

※安全装置の装備が困難である場合は、令和６年３月３１日までの間、代替
的な措置を講ずることとして差支えない。

※令和５年４月１日から令和６年３月３１日までは努力義務、
令和６年４月１日からは義務

（２）自動車を運行する場合の所在の確認

（対象：児童発達支援センター、児童発達支援、放課後等デイサービス）
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（２）自動車を運行する場合の所在の確認

（対象：児童発達支援センター、児童発達支援、放課後等デイサービス）

（参考）義務付けの対象となる車両について
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（２）自動車を運行する場合の所在の確認

（対象：児童発達支援センター、児童発達支援、放課後等デイサービス）

（参考）義務付けの対象となる車両について
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（２）自動車を運行する場合の所在の確認

（対象：児童発達支援センター、児童発達支援、放課後等デイサービス）

≪装備すべき安全装置≫

国土交通省が令和４年12月20日に策定・公表した「送迎用バスの置き去り
防止を支援する安全装置のガイドライン」に適合するもの。
（装置の詳細については次ページを参照）

⇒各事業所において次の安全装置リストを参考に購入する装置を選択
する。

送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置のリストについて
（こども家庭庁）
https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/list/

13



（２）自動車を運行する場合の所在の確認

（対象：児童発達支援センター、児童発達支援、放課後等デイサービス）

（参考）安全装置の概要
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こどもの出欠状況に関する情報の確認の再徹底について
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